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〔公法系科目〕 1 

 2 

〔第１問〕（配点：１００） 3 

Ａ県Ｂ市には，日本で有数の緑濃い原生林と透明度の高さを誇る美しい湖を含む自然保護地域4 

がある。このＢ市の自然保護地域には，自家用車や観光バスで直接，あるいは，自然保護地域への5 

拠点となっているＢ駅からタクシーか，定員２０名のマイクロバスで運行される市営の路線バス6 

を利用して入ることになる。Ｂ市は，１年を通じて温暖な気候であることも幸いして，全国各地か7 

ら年間５００万人を超える観光客が訪れるＡ県で最大の観光都市となっている。 8 

しかしながら，湖周辺では観光客が増えて交通量が増加したために，車の排気ガスによる原生林9 

の損傷や，心ない観光客の行為で湖が汚れ，透明度が低下するといった問題が深刻になりつつあっ10 

た。それに加えて，自然保護地域内の道路のほとんどは道幅が狭く，片方が崖で曲がりくねってお11 

り，人身事故や車同士の接触事故など交通事故が多く発生した。そのほとんどは，この道路に不慣12 

れな自家用車と観光バスによるものであった。 13 

そこで，Ａ県公安委員会は，Ａ県，Ｂ市等と協議し，自然保護地域内の道路について，道路交通14 

法に基づき，路線バス及びタクシーを除く車両の通行を禁止した。その結果，自然保護地域には，15 

観光客は，徒歩，あるいは，市営の路線バスかタクシーを利用しなければ入れないこととなり，Ｂ16 

市のタクシー事業者にとっては，Ｂ駅と自然保護地域との間の運行が大きな収入源となった。 17 

タクシー事業については，当初，需給バランスに基づいて政府が事業者の参入を規制する免許制18 

が採られていたが，その後，規制緩和の流れを受けて安全性等の一定条件を満たせば参入を認める19 

許可制に移行した。しかし，再び，特定の地域に関してではあるが，参入規制等を強化する法律が20 

制定されている。これに加えて，２０２＊年には道路運送法が改正され，地方分権推進策の一環と21 

して，タクシー事業に関する各種規制が都道府県条例により行えることとされ，その許可権限が，22 

国土交通大臣から各都道府県知事に移譲された。 23 

Ｃタクシー会社（以下「Ｃ社」という。）は，Ａ県から遠く離れた都市で低運賃を売り物に成功24 

を収めたが，その後，タクシーの利用客自体が大幅に減少し，業績が悪化した。そこで，Ｃ社は，25 

新たな事業地として，一大観光地であるＢ市の自然保護地域に注目した。というのも，Ｂ駅に首都26 

圏に直結する特急列車の乗り入れが新たに決まり，観光客の増加が見込め，Ｂ駅から低運賃で運行27 

することで，より多くの観光客の獲得を期待できるからである。 28 

Ｃ社の新規参入の動きに対し，Ｂ市のタクシー事業者の団体は，Ｃ社の新規参入により，Ｂ市内29 

のタクシー事業者の収入が減少して過酷な運転業務を強いられることに加え，自然保護地域内の30 

道路の運転に不慣れなタクシー運転者による交通事故の発生によって輸送の安全が脅かされると31 

ともに，公共交通機関たるタクシー事業の健全な発達が阻害されるとして，Ｃ社の参入阻止を訴え32 

て反対集会を開くなどの反対運動を行うとともに，Ａ県やＢ市に対し適切な対応を採るよう求め33 

た。 34 

一方，Ｃ社は，マス・メディアを通じて，自社が進出すれば，従来よりも低運賃のタクシーで自35 

然保護地域を往復することができ，首都圏からの日帰り旅行も容易になり，観光振興に寄与すると36 

訴えた。 37 

このような状況において，Ａ県は，Ｂ市と協議した上で，「Ａ県Ｂ市の自然保護地域におけるタ38 

クシーの運行の許可に関する条例」（以下「本条例」という。）を制定し，本条例に定める目的のも39 

とに，自然保護地域におけるタクシーの運行については，本条例に定める①車種，②営業所及び運40 

転者に関する要件を満たし，Ａ県知事の許可を得たタクシー事業者のタクシーのみ認めることに41 

した（【資料】参照）。 42 

Ｂ市は，本条例の制定に伴い，新たに，Ｂ駅の傍らのタクシー乗り場と自然保護地域にあるタク43 

シー乗り場に，電気自動車のための充電施設を設けた。なお，本条例の制定に当たっては，Ａ県に44 

本社のあるＤ自動車会社だけが車種に関する要件を満たす電気自動車を製造・販売していること45 



  

2 

 

も考慮された。ちなみに，Ｂ市に営業所を構えるタクシー会社の多くは，本条例の要求する車種要46 

件を満たす電気自動車を，既にＤ自動車会社から購入している。 47 

Ｃ社は，営業所に関する年数要件及び運転者に関する要件のいずれも満たすことができなかっ48 

た。そして，車種に関する要件についても，高額の電気自動車を購入することは，自社の最大の目49 

玉である低運賃を困難にすることから，あえて電気自動車を購入せず，より安価なハイブリッド車50 

（従来のガソリン車より燃費がよく排気ガスの排出量は少ない。）で対応しようとした。 51 

Ｃ社は，Ａ県知事に対し，Ａ県を営業区域とするタクシー事業の許可申請を行うとともに，自然52 

保護地域における運行許可申請を行ったが，後者については本条例に規定する要件を満たさない53 

として不許可となった。これにより，Ｃ社は，Ａ県内でタクシー事業を行うことは可能になったが，54 

新規参入の動機でもあったＡ県内で最大の利益が見込める自然保護地域への運行はできない。Ｃ55 

社は，本条例自体が不当な競争制限であり違憲であると主張して，不許可処分取消訴訟を提起した。 56 

 57 

〔設問１〕 58 

あなたがＣ社の訴訟代理人となった場合，あなたは，どのような憲法上の主張を行うか。 59 

なお，法人の人権及び道路運送法と本条例との関係については，論じなくてよい。 60 

 61 

〔設問２〕 62 

被告側の反論についてポイントのみを簡潔に述べた上で，あなた自身の見解を述べなさい。 63 

 64 

【資料】Ａ県Ｂ市の自然保護地域におけるタクシーの運行の許可に関する条例（抜粋） 65 

（目的） 66 

第１条 この条例は，Ａ県Ｂ市の自然保護地域（以下「自然保護地域」という。）におけるタク67 

シーによる輸送の安全を確保すること，及び自然保護地域の豊かな自然を保護するとともに68 

観光客のより一層の安全・安心に配慮して観光振興を図ることを目的とする。 69 

（タクシーの運行許可） 70 

第２条 自然保護地域においてタクシーを運行しようとするタクシー事業者は，Ａ県知事の許71 

可を受けなければならない。 72 

（許可申請） 73 

第３条 （略） 74 

（運行許可基準） 75 

第４条 Ａ県知事は，第２条の許可をしようとするときは，次の基準に適合するかどうかを審査   76 

して，これをしなければならない。 77 

一 自然保護地域において運行するタクシーの車種は，次に掲げる要件の全てを満たす電気78 

自動車であること。 79 

イ 運転席，助手席及び後部座席にエアバッグを装備していること。 80 

ロ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を搭載していること。 81 

二 ５年以上継続してＢ市内に営業所を有していること。 82 

三 自然保護地域においてタクシーを運転する者は，次に掲げる要件の全てを満たす者であ83 

ること。 84 

イ 自然保護地域の道路の状況及び自然環境について熟知し，Ｂ市が実施する試験に合格し  85 

ていること。 86 

ロ Ｂ市に営業所を置く同一のタクシー事業者において１０年以上継続して運転者として87 

雇用され，又はＢ市内に営業所を置いて１０年以上継続して個人タクシー事業を経営した88 

経歴があること。 89 

ハ 過去１０年以内に，交通事故を起こしたことがなく，かつ，道路の交通に関する法令に 90 
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違反したことがないこと。 91 

第５条以下 略 92 

附 則 93 

第１条 この条例は，平成ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日から施行する。 94 

２ 第２条の許可は，この条例の施行日前においてもすることができる。 95 

第２条 Ａ県知事は，この条例の施行後おおむね５年ごとに第４条第１号に規定する車種につ96 

いて検討を加え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと97 

する。98 
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第１．出題の概要 

 

〈出題の趣旨〉 

本年の問題は，職業の自由に対する制約の合憲性に関する出題である。このテー

マに関連する判例に関しては，法科大学院の授業においても，十分に学んでいると

思われる。関連する判例それぞれを外在的にではなく，内在的に理解し，判例の動

向を的確に捉えた上で，それらを主体的に検討して判断枠組みを構築し，事案の内

容に即して個別的・具体的に検討することが求められている。本年の問題でも，定

型的・パターン的・観念的な答案は求められていない。 

 

〈採点実感〉 

本年の問題においても，事案を正確に読んでいるか，憲法上の問題を的確に発見

しているか，その上で，関係する条文，判例，憲法上の基本的な理論を正確に理解

しているか，さらに，実務家として必要とされる法的思考及び法的論述ができてい

るかということに重点を置いて採点した。 

本年の問題は，職業の自由に関するものであるが，これを規制する条例の目的が

複合的であることが最も重要なポイントとなる。すなわち，本年の問題が問うてい

るのは，複合的目的で職業の自由を制約する条例の合憲性である。この点に関して

は，確立した判例や支配的な憲法学説があるわけではない。それゆえに，職業の自

由に関する判例や憲法学説を正確に理解した上で，原告・被告それぞれの立場で，

筋の通った主張をして違憲論・合憲論を論じている答案には，高い評価が与えられ

る。他方で，問題に記載されている事実を正確に把握せず，あるいは，原告・被告

それぞれに都合の良い事実のみを取り上げる答案や，問題となっている規制の合憲

性・違憲性を審査する基準（以下「審査基準」という。）の内容に誤りや不正確な点

がある答案，さらには，審査基準に関するパターン化した表面的な論証に終始した

り，職業の自由の規制の合憲性をめぐる判例の変化に注意を払わず，安易に従前の

特定の判例の考え方に引き付けて論証している答案には，厳しい評価をせざるを得

なかった。 
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第２．条例の違憲性 

 

１．条例自体の違憲性を主張する 

本年の問題では，Ｃ社は「条例自体が・・・違憲であると主張して」訴訟を提

起しており，内容的にも，適用違憲（処分違憲）を論じるべき事案ではないにも

かかわらず，適用違憲（処分違憲）を論じている答案は，当該記載について積極

的評価ができないのみならず，解答の前提を誤るなどしているという点におい

ても厳しい評価となった（採点実感）。 

  本問では、問題文 55～56 行目において「Ｃ社は，本条例自体が不当な競争制

限であり違憲であると主張して，不許可処分取消訴訟を提起した。」とされてい

る。また、適用違憲（処分違憲）が問題となるような事情もない。したがって、

条例自体の違憲性のみを問題とするべきである。 

  なお、平成 28年司法試験憲法でも、「本法律案における継続監視及び警告・禁

止命令の仕組みが人権を侵害することは明らかである。」という弁護士 T の言い

分、及び「あなたが弁護士として Aの付添人に選任されたとして、性犯罪者継続

監視法が違憲であることを訴えるためにはどのような主張を行うべきかを述べ

なさい」という設問 1の指示により、法令自体の違憲のみを問題とするべき旨の

誘導がされている。 

 

２．違憲性を主張するべき条例の条項 

  自然保護地域におけるタクシーの運行に関する許可制を定める条例 2条、及び車

種・営業所・運転者に関する許可基準を定める条例４条各号の違憲性を主張するべ

きである。 

 

３．制約されている権利 

本年の問題で制約されるものは，職業選択の自由であるのか，それとも営業の

自由であるのかについて，判例等を基礎に置いて検討している答案は，高く評価

された。他方で，安易にそのいずれかに決め付けて論じている答案は，厳しい評

価となった（採点実感）。 

制約される権利については，具体的な事情の検討を経ることなく，単純に「営

業の自由」とするものがほとんどであった。また，その記載内容も，ほとんどの

答案が判で押したように同様の内容であり，しかも，事案に即した必要な検討が

なされないままで，あらかじめ準備した論証パターンを記載することが目的と

なっているようにすら見える答案も多かった。「職業の選択」と「営業（職業の

遂行）」とを適宜区分した上で，本件の問題が「職業の選択」自体に関わるとい

う点について示している答案は少なかった（採点実感）。 

   本件許可制は、A県内でのタクシー事業のうち自然保護地域におけるタクシー

の運行のみを規制するものであるから、A県内でのタクシー事業の遂行態様を制

約するにとどまり、「職業選択の自由」（憲法 22 条 1 項）に対する制約とまでは

いえないのではないか。 
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（１）許可制の実質的な制約的効果に着目した立論 

   薬事法違憲判決（最大判 S50.4.30‐百 97）は、「薬局の開設等の許可における

適正配置規制は、設置場所の制限にとどまり、開業そのものが許されないことと

なるものではない。しかしながら、薬局等を自己の職業として選択し、これを開

業するにあたつては、経営上の採算のほか、諸般の生活上の条件を考慮し、自己

の希望する開業場所を選択するのが通常であり、特定場所における開業の不能は

開業そのものの断念にもつながりうるものであるから、前記のような開業場所の

地域的制限は、実質的には職業選択の自由に対する大きな制約的効果を有するも

のである。」として、許可制の実質的な制約的効果に着目して「職業選択の自由」

に対する制約を肯定している。 

（２）職業の単位に着目した立論 

自然保護地域でタクシー事業を営むこと自体が一つの「職業」であるとして職

業の単位をミクロに捉えるのであれば、本件許可制の実質的な制約的効果に着目

することなく、「職業選択の自由」に対する制約を肯定することができる（法セミ

2014‐16頁）。 

 

４．職業の重要性 

本年の問題では，タクシー会社や運転手の「人格的価値」の実現のための新規

参入が問題となっているものではない（出題の趣旨）。 

営業の自由や職業選択の自由が人格的利益に結び付くものであるとしつつ

も，そもそも人格的利益とは何か，また，本件におけるＣ社の参入目的がどのよ

うに人格的利益と関係するのか（その参入目的は，事業拡大・増収であり，人格

的利益とは必ずしも直結しない。）について検討が及んでいる答案は残念ながら

ほぼ皆無であった（採点実感）。 

   確かに、薬事法判決は、「職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的

活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄

与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべ

き場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。右規定が

職業選択の自由を基本的人権の一つとして保障したゆえんも、現代社会における

職業のもつ右のような性格と意義にあるものということができる。」と述べてい

る。しかし、これは、職業の意義について一般論として述べているにすぎないの

だから、すべての職業について薬事法判決の判旨に従ってその重要性を論証する

べきではない。 

 

５．審査基準 

仮に職業の自由に対する制約の合憲性を判断する際に，薬事法違憲判決（最大

判昭和５０年４月３０日民集２９巻４号５７２頁）の判断枠組みを参考にして

検討するとしても，その判断枠組みが「中間審査の基準」（厳格な合理性の基準）

を採用した判決と解するのか，それとも事実に基づいて個別的・具体的に審査し

た結果，違憲という結論も導かれる「合理性の基準」を採った判決と捉えるのか
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検討する必要がある。また，積極目的規制の場合に「明白の原則」と結び付いた

「単なる合理性の基準」を用いる見解を採ったとしても，その「明白の原則」が

法令の合憲性審査を全く排除するものであってよいのかが問われる。さらに，本

年の問題では，タクシー会社や運転手の「人格的価値」の実現のための新規参入

が問題となっているものではないし，許可要件には主観的要件と客観的要件が

混在している。したがって，ドイツ流の段階理論を用いれば自動的に答えが導き

出せるというものでもないし，利益衡量論であるドイツ流の比例原則で答えを

導き出そうとするならば，どのような利益の衝突をどのように衡量するのかを

個別的・具体的に示す必要がある（出題の趣旨）。 

   段階理論とは、石川健治先生（東京大学教授）による薬事法判決の判例理解で

あって、以下ではその概要について紹介する。 

   段階理論とは、①職業の自由の規制について、職業活動の内容・態様に対する

事後規制と許可制などの事前規制とに区別した上で、事前規制については事後規

制に比べて審査密度を厳格にするとともに、②事前規制の内部においても、資格

制などの主観的な許可条件によるものと、距離制限のような客観的な許可条件に

よるものに区別した上で、客観的な許可条件による事前規制については主観的な

許可条件による事前規制に比べて審査密度を厳格にする、という考え方であり、

これは戦後西ドイツの憲法判例（薬局判決）で採用された理論である（百選Ⅰ‐

97解説）。 

   薬事法判決では、①職業の許可制について、目的審査が「正当な」から「重要

な」に加重されているとともに、手段審査でも規制としての必要性（LRAの不存

在）まで要求されており、さらに、②許可条件の個別審査では、適正配置規制に

ついて、立法事実に即した手段審査を行っている（百選Ⅰ‐97解説）。 

   なお、百選Ⅰ(第 5版)の解説（事件 102‐解説：石川健治先生）では、「段階理

論…を軸に整序し直す必要があろう。けれども、段階理論は、万能ではない。統

治手法が高度化した今日では、事後的な間接的・附随的規制によって職業選択の

実質的制約が行われる危険がある。段階理論の形式的な適用で満足せず、「事柄

の性質」のより精密な、しかも人権論の基礎に立脚した分析が、今後とも追求さ

れなくてはならないだろう。」とされている。 

 

〈判例〉薬事法判決 

 職業は、前述のように、本質的に社会的な、しかも主として経済的な活動であつて、

その性質上、社会的相互関連性が大きいものであるから、職業の自由は、それ以外の

憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、公権力による規制の要請

がつよく、憲法二二条一項が「公共の福祉に反しない限り」という留保のもとに職業

選択の自由を認めたのも、特にこの点を強調する趣旨に出たものと考えられる。この

ように、職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動で

あるが、その種類、性質、内容、社会的意義及び影響がきわめて多種多様であるため、

その規制を要求する社会的理由ないし目的も、国民経済の円満な発展や社会公共の便

宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会
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生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで千差万別で、その

重要性も区々にわたるのである。そしてこれに対応して、現実に職業の自由に対して

加えられる制限も、あるいは特定の職業につき私人による遂行を一切禁止してこれを

国家又は公共団体の専業とし、あるいは一定の条件をみたした者にのみこれを認め、

更に、場合によつては、進んでそれらの者に職業の継続、遂行の義務を課し、あるい

は職業の開始、継続、廃止の自由を認めながらその遂行の方法又は態様について規制

する等、それぞれの事情に応じて各種各様の形をとることとなるのである。それ故、

これらの規制措置が憲法二二条一項にいう公共の福祉のために要求されるものとし

て是認されるかどうかは、これを一律に論ずることができず、具体的な規制措置につ

いて、規制の目的、必要性、内容、これによつて制限される職業の自由の性質、内容

及び制限の程度を検討し、これらを比較考量したうえで慎重に決定されなければなら

ない。この場合、右のような検討と考量をするのは、第一次的には立法府の権限と責

務であり、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以

上、そのための規制措置の具体的内容及びその必要性と合理性については、立法府の

判断がその合理的裁量の範囲にとどまるかぎり、立法政策上の問題としてその判断を

尊重すべきものである。しかし、右の合理的裁量の範囲については、事の性質上おの

ずから広狭がありうるのであつて、裁判所は、具体的な規制の目的、対象、方法等の

性質と内容に照らして、これを決すべきものといわなければならない。 

職業の許可制は、法定の条件をみたし、許可を与えられた者のみにその職業の遂行

を許し、それ以外の者に対してはこれを禁止するものであつて、右に述べたように職

業の自由に対する公権力による制限の一態様である。このような許可制が設けられる

理由は多種多様で、それが憲法上是認されるかどうかも一律の基準をもつて論じがた

いことはさきに述べたとおりであるが、①一般に許可制は、単なる職業活動の内容及

び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課す

るもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるため

には、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要

し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、

自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措

置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職

業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することがで

きないと認められることを要するもの、というべきである。そして、この要件は、許

可制そのものについてのみならず、その内容についても要求されるのであつて、許可

制の採用自体が是認される場合であつても、個々の許可条件については、更に個別的

に右の要件に照らしてその適否を判断しなければならないのである。 

薬局の開設等の許可における適正配置規制は、設置場所の制限にとどまり、開業そ

のものが許されないこととなるものではない。しかしながら、薬局等を自己の職業と

して選択し、これを開業するにあたつては、経営上の採算のほか、諸般の生活上の条

件を考慮し、自己の希望する開業場所を選択するのが通常であり、特定場所における

開業の不能は開業そのものの断念にもつながりうるものであるから、②前記のような

開業場所の地域的制限は、実質的には職業選択の自由に対する大きな制約的効果を有
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するものである。…このような予防的措置として職業の自由に対する大きな制約であ

る薬局の開設等の地域的制限が憲法上是認されるためには、単に右のような意味にお

いて国民の保健上の必要性がないとはいえないというだけでは足りず、このような制

限を施さなければ右措置による職業の自由の制約と均衡を失しない程度において国

民の保健に対する危険を生じさせるおそれのあることが、合理的に認められることを

必要とするというべきである。 

 

６．複合目的 

問題となっている条例の規制目的は複合的である。したがって，その違憲性

（合憲性）判断の根幹は，規制目的をいわゆる消極目的と見るのか，それとも積

極目的と見るのかという点にあるのではない。規制目的が複合的である場合に，

その違憲性（合憲性）をどのように判断するのかという点にある。したがって，

単純に，原告側主張で消極目的の条例とし，被告側主張で積極目的の条例として

論じることは，問題の核心を見誤っている。その意味において，本年の問題で

は，単純に規制目的二分論を用いて答えを導き出すことはできない。近時，登記

手続代理業務を司法書士以外の者に禁止している司法書士法の合憲性をめぐる

判決（最三判平成１２年２月８日刑集５４巻２号１頁）や，農業災害補償法が定

める農業共済組合への「当然加入制」の合憲性をめぐる判決（最三判平成１７年

４月２６日判例時報１８９８号５４頁）のように，判例も規制目的二分論に言及

することなく判断している。また，酒類販売業免許制をめぐる判決（最三判平成

４年１２月１５日民集４６巻９号２８２９頁）では，租税の適正かつ確実な賦課

徴収という第三の目的の存在が示されてもいる。これらの判例も踏まえつつ，複

合的な規制目的をめぐり，条例の違憲性（合憲性）を，どのような判断枠組みの

下で，どのように判断するのかが問われている（出題の趣旨）。 

条例の規制目的について，積極目的と消極目的が複合している，あるいは目的

について割り切ることができないことを前提として，どう検討するかが出題意

図であったが，そこまで分析が及んでいない答案が多数見られた（採点実感）。  

本件は目的分析が主たる論点であるにもかかわらず，そもそも目的に関する

分析がない，あるいは，乏しい答案も見受けられた（採点実感）。 

条例の規制目的が複合的であるにもかかわらず，原告の主張では消極目的，被

告の主張では積極目的として単純に論じるような，自分に都合の良い論じ方を

している答案についても，厳しい評価となった（採点実感）。 

（１）条例の目的規定の読解 

条例第１条の規定する立法目的は，本来，読解が必要とされるが，その読

解作業を行う答案は非常に少なかった。条例第１条を無視あるいは軽視して，

条例の目的は「輸送の安全」のみにあるとか，「既存業者の保護」にあるなど

と単純に決め付ける答案が多かった（採点実感）。 

    条例 1 条には、①「輸送の安全を確保」、②「自然保護地域の豊かな自然を

保護」及び③「観光振興を図る」という 3つの目的が明記されている。したが

って、まずは、①～③の目的がそれぞれどの許可条件に対応するものであるの
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か、ある許可条件に対応する目的が複数ある場合には複数の目的の相互関係に

ついて検討することになる。 

（２）許可条件ごとに目的を確定した上で、関連性審査を行う 

条例第４条の第１号ないし第３号，あるいは第３号のイ及びロにつき，そ

れぞれを適宜区別しながら審査しているものが見られた点は評価できる一方

で，特に第３号のイ及びロについて，全てまとめて一つの審査をしているも

のがあり，気になった（採点実感）。 

条例第４条については，①第１号ないし第３号とその枝一つごとに，②そ

の規制目的を確定した上，③その目的と規制手段との関連性につき，（一刀両

断に「ない」などと書くのでなく）具体的にどこまであるか（どこまでしか

ないか）を論じて結論としての関連性の有無を述べる必要があるが，①②③

の各レベルで，論述の雑な答案が多かった（採点実感）。 

  ア．「輸送の安全を確保」 

本年の問題では，条例の目的として，乗客の安全の確保が挙げられてい

る。この点は，交通死傷事故の発生をできるだけ防止することによって達

成される。そこで問題となるのは，一般的にいえば，自由と安全のバラン

スである。交通死傷事故の防止という目的のために，リスクを排除する全

ての手段を採ることができるのか，条例が定めるそれぞれの主観的要件及

び客観的要件は，その目的にとって必要不可欠な規制といえるのか，それ

とも過剰な規制なのか，具体的に検討する必要がある（出題の趣旨）。 

条例の目的として，乗客の安心の確保という主観的要素に関わるものも

挙げられている。当該目的の憲法論としての位置付けを検討し，その達成

手段の合憲性を個別的・具体的に検討する必要もある。乗客を安心させる

ために全てのタクシーにＡＥＤを搭載することまで必要なのか，市営の路

線バスの場合にはＡＥＤの搭載が義務付けられていないようなのに，なぜ

タクシーには搭載を義務付けてもよいのか，乗客の安心の確保という目的

は市や県の政策なのに，タクシー会社の経費負担で目的を達成しようとす

ることは認められるのかなどについて，検討することが求められている

（出題の趣旨）。 

イ．「自然保護地域の豊かな自然を保護」 

自然保護の目的が特段の理由の説明もないまま，当然のように消極目的

とされている答案があった（採点実感）。 

    消極目的規制とは、「主として国民の生命および健康に対する危険を防止

もしくは除去ないし緩和するために課せられる規制」である（芦部 225頁）

から、自然保護目的については、保護しようとしている自然が国民の生命・

健康に関係するものでない限り、消極目的であると捉えることには無理が

あると思われる。 

    消極目的・積極目的のいずれにも当たらない「第三の目的」と捉えた上

で、自然保護目的を達成する手段の選択についてどれだけ政策的・専門技

術的な判断が必要とされるのかという裁判所の審査能力の観点から、手段
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審査の密度を決定するのが無難であると思われる。 

なお、酒類販売免許制事件判決（最判 H4.12.15‐百 99）は、「…その経営

の基礎が薄弱であると認められる場合」には免許を与えないとすることがで

きるという内容の免許基準について、立法目的が「租税の適正かつ確実な賦

課徴収を図るという国家の財政目的」にあると認定し、租税を定めるにあた

っては、総合的な政策判断（租税負担を定めるについて）と極めて専門技術

的な判断（課税要件等を定めるについて）が必要であるとして、その必要性

とその合理性についての立法府の判断が、右の政策的・技術的な裁量の範囲

を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り違憲ではない、と述べて

いる。 

ウ．「観光振興を図る」 

本年の問題では，職業の自由を規制し得る政策的目的が何を意味するの

かも問題となる。生存権の保障と関連する「経済的弱者の保護」のための

政策遂行目的に限定されるのか，それとも，「経済的弱者の保護」を超え

て，より広く「国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進」等のため

の政策遂行目的も含むのかである。本年の問題では，地域の企業や業者の

保護あるいは優遇・優先策，そして観光の振興であるが，それぞれがどの

ように位置付けられるかである。さらに，それぞれの目的を達成するため

の規制手段の合憲性についても検討する必要がある。政策的目的を達成す

るために，どこまで競争制限的手段が認められるのかである。本年の問題

では，地域のタクシー会社を保護するために同じく経済的「弱者」といえ

るタクシー会社の新規参入を規制することの合憲性が問題となる。その際

には，参入規制による消費者利益の侵害も考慮して，その合憲性を検討す

る必要がある（出題の趣旨）。 

      観光振興（条例 1 条）については、それ自体が独立の目的とされている

のではなく、輸送の安全確保及び自然保護という究極目的の達成に伴い実

現が期待される付随的目的にすぎないとして、目的・手段審査から排斥す

ることも可能であろう。 

      なお、法セミ 2013‐23頁では、「観光振興を「副次的、補充的目的」と

捉えることが可能であろう。」とされている。 

（３）隠れた目的 

条例の文言に現れていない，いわば「隠された目的」の存在に触れている

答案もかなりあったが，その位置付けは様々であり，うまく整理できていな

いものが多かった（採点実感）。 

本年の問題では，職業の自由を規制し得る政策的目的が何を意味するのか

も問題となる。生存権の保障と関連する「経済的弱者の保護」のための政策

遂行目的に限定されるのか，それとも，「経済的弱者の保護」を超えて，より

広く「国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進」等のための政策遂行

目的も含むのかである。本年の問題では，地域の企業や業者の保護あるいは

優遇・優先策…がどのように位置付けられるかである。さらに，そ…の目的
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を達成するための規制手段の合憲性についても検討する必要がある。政策的

目的を達成するために，どこまで競争制限的手段が認められるのかである。

本年の問題では，地域のタクシー会社を保護するために同じく経済的「弱者」

といえるタクシー会社の新規参入を規制することの合憲性が問題となる。そ

の際には，参入規制による消費者利益の侵害も考慮して，その合憲性を検討

する必要がある（出題の趣旨）。 

原告であるＣ社の具体的事情を詳細に検討できた答案はほぼ皆無で，Ｃ社

の営業の自由を極めて抽象的に捉えた上で，保護が必要な弱者である地元タ

クシー会社との利益衡量を行うという答案がほとんどであった。Ｃ社が他県

において低価格運賃で成功したとの記載が潜在的に影響し，Ｃ社は強者でＢ

市に進出してきた「黒船」的存在との誤ったイメージで考えてしまった可能

性はあるが，Ｃ社は業績の悪化からＢ市への進出を図ろうとしていると問題

文に明記されているのであるから，それを前提として論証することが望まれ

る（採点実感）。 

 

７．平等原則 

憲法第２２条違反と憲法第１４条違反を併せて論じているが，内容はほぼ同

じで，両者の違いが意識されていない答案があった。あえて平等に関する審査を

する意味がよく分からない答案も見られた（採点実感）。 

平等原則（憲法第１４条）の観点から審査を行うものも少なくなかったが，自

由権侵害の合憲性審査との相違点を曖昧にしたまま，憲法第１４条違反を書い

ている答案が多かった。このような答案は，平等原則の理解が不十分であること

に由来するものと考えられ，積極的な評価につながらない（採点実感）。 

 

８．そ の 他 

（１）原告‐被告‐あなた自身の見解という全体構成について 

・設問２においては，被告側の反論を幾つか挙げた後，それらについての自

己の見解を表面的に述べるのみで，条例の憲法適合性について，自己の見

解を体系的・論理的に深く論じている答案が少ない印象を受けた。 

・設問２について，被告の反論なのか自己の見解なのかさえ判然としない答

案があった。 

・設問２について，「被告側の反論についてポイントのみを簡潔に述べた上

で」とあるからか，被告の反論については全体で一点だけ簡単に示して，

後は全て受験者自身の見解だけを書くというスタイルも見られたが，出題

者の趣旨は，設問１で論述した原告側主張と対立する被告側主張を意識し

た上で，自身の見解を説得的に論証してもらいたいというものであるので，

少なくとも両者の対立軸を示すに足りる程度の記載は必要である。 

・設問２について，【ある観点からの反論→それに対する受験者自身の見解→

別の観点からの反論→それに対する受験者自身の見解→更に別の観点から

の反論→それに対する受験者自身の見解・・・】という構成の答案が多か
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った。その結果，手厚く論じてもらいたい受験者自身の見解の論述が分断

されてしまい，受験者自身が，この問題について，全体として，どのよう

に理解し，どのような見解を持っているのかが非常に分かりづらかった。

さらに，極端に言えば，「原告の△△という主張に対し，被告は××と反論

する。しかし，私は，原告の△△という主張が正しいと考える」という程

度の記載にとどまるものもあった。 

（２）答案全体の印象について 

  ア．審査基準に関するバラエティに富んだ記載 

審査基準については，設問１，設問２ともにバラエティに富んだ記載が

なされている印象であった。もっとも，残念ながら，判例に言及したり，

判例を引用したりする答案は少なく，判例・学説を漠然と理解しているた

め不正確にしか基準を表現できていない答案も散見され，それがバラエテ

ィに富んでいるとの印象の原因と思われる。従来の目的二分論の難点に気

付き，それを指摘して論じようとする起案も相当数あったが，的確に基準

を定立した上で，基準に沿って具体的検討を行うことができた答案はごく

少数であった。また，目的二分論の難点に気付いた答案でも，審査基準の

定立の段階で本件の詳細な具体的事情まで審査基準の定立の検討材料と

してしまっているもの，逆に，基準定立がうまくできず，具体的検討での

価値判断に終始してしまうものなど，審査基準の定立と基準に基づく判断

が渾然一体となり，適切な論述ができていない答案が目立った（採点実

感）。 

  イ．定立した審査基準と当てはめの整合性 

定立した審査基準と，目的審査において求められる正当性のレベルがか

み合っていないものが多かった。例えば，厳格な合理性審査を採りながら，

目的が「正当」であればよいと記述している答案などである。また，審査

基準で示した厳格度と具体的検討で行っている内容がずれているものも

多くられた（採点実感）。 

  ウ．個別的・具体的な検討 

全体として，定立した審査基準の下で，事案の内容に即した個別的・具

体的な検討を行う際に，その検討が「あっさり」している答案が多かった。

法曹に求められるものとしては，判断枠組みの構築と並んで，「どのよう

な事実に着眼し，どのように評価するのか」という点が非常に重要である

ので，この点には物足りなさを感じた（採点実感）。 

  エ．自分の頭で具体的な場面をイメージする 

自分の頭で具体的な場面をイメージして検討されている答案も少なか

らずあり，その点では好感が持てた。特に，条例の許可基準にある車種制

限に関する検討においては，受験生の環境問題に対する関心の深さから

か，問題を深く掘り下げて具体的に検討されているものも見られた（採点

実感）。 
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（３）答案の書き方等 

不適当な用語の使用は，その内容によっては，受験者の概念の理解に疑い

を抱かせるものであるという点に留意願いたい。 

・本来，「立法裁量」と書くべきところを「行政裁量」と書いているものが多

かった。憲法訴訟における裁量論の意味をよく考えてほしい。 

・審査基準を「やや下げて」とか，「若干緩めて」といった記述が見られたが，

判例や実務でこのような用語を使うかは疑問である。 

・原告の主張及び被告の主張について，「原告の主張の正当化」等の見出しと

するものが散見されたが，不適切と考える。例えば，「医薬品の販売の際に

おける必要な注意，指導がおろそかになる危険があると主張しているが，

薬局等の経営の不安定のためにこのような事態がそれ程に発生するとは思

われないので，これをもつて本件規制措置を正当化する根拠と認めるには

足りない」（昭和５０年薬事法違憲判決）のように，地の文章で「正当化す

る根拠」といった言葉は用いられる。しかし，原告は問題の条例の違憲性

を主張し，被告はその合憲性を主張するのであって，見出しを付けるとす

れば，条例の「違憲性」あるいは「合憲性」等が適当ではないか。 
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〔平成 26年 憲法〕               〔司法試験過去問 秒速・完全攻略〕講師：加藤 喬 
      かとうたかし  

1 

 

設問 1  1  

C 社の訴訟代理人としては、自然保護地域におけるタクシーの2  

運行について許可制を定める条例 2 条及び 4 条各号は、 C 社の3  

職業選択の自由を侵害し、憲法 2 2 条 1 項に違反すると主張する4  

べきである。  5  

１．まず、 C 社が A 県内におけるタクシー事業に新規参入する6  

自由は、「職業選択の自由」として、憲法 22 条 1 項により保7  

障される。  8  

上記新規参入の自由は、B 駅と自然保護地域との間のタクシ9  

ー 運 行 に よ り タ ク シ ー 会 社 に 大 き な 収 入 源 を 与 え る こ と と な1 0  

るから、タクシー会社 にとって重要な権利である。  1 1  

２．次に、本件許可制は、Ｃ社の新規参入の動機である 自然保護1 2  

地 域 に お け る タ ク シ ー 事 業 そ の も の を 制 約 す る こ と を 通 じ て 、1 3  

Ａ 県 内 に お け る タ ク シ ー 事 業 に 新 規 参 入 す る と い う 「 職 業 選1 4  

択の自由」そのものを制約しているといえる。  1 5  

３．そして、一般に許可制は、職業選択の自由そのものの制約で   1 6  

あり、職業の自由に対する強力な制限であるから、①立法目的1 7  

は、重要な公共の利益の保護にあることが必要である。  1 8  

また、職業の社会的相互関連性の強さゆえに、職業規制の必1 9  

要性・合理性については立法裁量を尊重せざるを得ないが、そ2 0  

の裁量の広狭は、規制目的によって異なるものである。  2 1  

条例 4 条 1 号は自然保護、同条 2 号・3 号は輸送の安全確保2 2  

という目的に基づく規制であり（条例 1 条）、いずれの目的に2 3  
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つ い て も 、 そ れ を 達 成 す る 手 段 が 社 会 経 済 政 策 に 関 係 す る と1  

ころが少ないといえるから、その必要性・合理性について裁判2  

所が立法事実に踏み込んで審査することが可能である。なお、3  

観光振興（条例 1 条）は、それ自体が独立の目的とされている4  

の で は な く 、 輸 送 の 安 全 確 保 及 び 自 然 保 護 と い う 究 極 目 的 の5  

達成に伴い実現が期待される付随的目的にすぎない。  6  

したがって、②規制の必要性・合理性としては、職業活動の7  

態 様 ・ 内 容 の 規 制 で は 立 法 目 的 を 十 分 に 達 成 で き な い こ と が8  

必要である。そして、この②は、許可制自体だけでなく、個々9  

の許可条件ないし許可要件についても要求される。  1 0  

４ ( 1 )  確かに、本件条例の輸送の安全確保及び自然保護は、それ1 1  

自体として重要な公共の利益といえる（①）。また、この目1 2  

的 を 達 成 す る た め に は 、 許 可 制 に よ り 新 規 参 入 者 の 適 格 性1 3  

を 判 断 す る 必 要 が あ る か ら 、 許 可 制 が な け れ ば 立 法 目 的 を1 4  

十分に達成することができない（②）。  1 5  

( 2 )  しかし、以下の理由から、 (ア )本件条例 4 条 2 号の営業所1 6  

要件、 (イ ) 4 条 3 号ロの運転者要件、 (ウ ) 4 条 1 号の車種要1 7  

件は、②を満たさない。  1 8  

まず、 (ア )事業者が B 市内に営業所を有している年数は、1 9  

個 々 の 運 転 者 の 運 転 能 力 と 直 接 の 関 係 が な い た め 、 こ れ が2 0  

なくても輸送の安全確保という目的を十分に達成できる。  2 1  

次 に 、 タ ク シ ー の 運 転 者 は 運 転 の 専 門 家 と し て の 経 験 に2 2  

よ り 高 度 な 運 転 能 力 を 有 し て い る か ら 、 本 件 地 域 の 運 行 の2 3  
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経験がなくても、事故を起こす可能性が高いとはいえない。1  

したがって、 (イ )運転者要件がなくても、輸送の安全確保と2  

いう目的を十分に達成できる。  3  

さらに、路線バスも排気ガスを排出するのだから、タクシ4  

ー だ け 車 種 を 電 気 自 動 車 に 限 定 す る こ と に 合 理 性 は な い 。5  

し か も 、 従 来 の ガ ソ リ ン 車 よ り 燃 費 が よ く 排 気 ガ ス の 排 出6  

量が少ないハイブリット車もあるのだから、(ウ )車種要件が7  

なくても、自然保護目的を十分に達成できる。  8  

( 3 )  上記のほか、 (ウ )車種要件については、条例制定経緯から9  

して、B 市内のタクシー事業者の優遇という隠された目的が1 0  

窺われるから、不当な競争制限であり、重要な公共の利益の1 1  

保護のための規制とはいえず、①を欠くともいえる。  1 2  

５．よって、条例 4 条各号は違憲である。  1 3  

設問２  1 4  

１．被告側は、 タクシー会社 は A 県内でタクシー事業を行うこ1 5  

とができるのであるから、条 例 4 条各号は、A 県内におけるタ1 6  

クシー事業の遂行に対する制約にすぎないと反論する。  1 7  

  しかし、A 県でのタクシー事業に 新規参入しようとするタク1 8  

シー会社としては、自然保護地域に着目し、A 県に首都圏に直1 9  

結 す る と 急 列 車 の 乗 り 入 れ が 新 た に 決 ま り 、 観 光 客 の 増 加 が2 0  

見込め、B 駅から低運賃で運 行することでより多くの観光客の2 1  

獲得を期待できると考えている 。それゆえ、自然保護地域での2 2  

タ ク シ ー 事 業 が 行 え な く な れ ば 、 新 規 参 入 の 動 機 で あ っ た A2 3  
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県 内 で 最 大 の 利 益 が 見 込 め る 自 然 保 護 地 域 で の 運 行 が で き な1  

くなり、事業の採算がとれず、A 県におけるタクシー事業に新2  

規参入すること自体を断念せざるを得なくなる。  3  

したがって、条例 4 条各号は、C 社の「職業選択の自由」そ4  

のものを制約するものであるといえるから、その違憲性は、原5  

告主張の審査基準により審査されるべきである。  6  

２．被告側は、4 条 1 号の B 市のタクシー事業者の優遇目的は、7  

そ れ 自 体 が 究 極 目 的 な の で は な く 、 輸 送 安 全 確 保 と い う 究 極8  

目的を達成するための手段にすぎないから、4 条 1 号が不当な9  

競争制限であるとはいえないと反論する。  1 0  

確かに、C 社の新規参入により、B 市のタクシー事業者は収1 1  

入 が 減 少 し て 過 酷 な 運 転 業 務 を 強 い ら れ る こ と と な る お そ れ1 2  

がある。そして、条例制定過程において、A 県に本社のある D1 3  

自 動 車 会 社 だ け が 車 種 要 件 を 満 た す 電 気 自 動 車 を 製 造 ・ 販 売1 4  

していることも考慮されており、B 市に営業所を構えるタクシ1 5  

ー 会 社 の 多 く は 、 本 件 条 例 の 車 種 要 件 を 満 た す 電 気 自 動 車 を1 6  

既に D 自動車会社から購入している。これにより、自然保護1 7  

地域におけるタクシー事業の多くが B 市のタクシー事業者に1 8  

より行われることになる。  1 9  

しかし、これは、自然保護地域における交通事故の多くが当2 0  

該 地 域 の 道 路 に 不 慣 れ な 運 転 者 に よ る も の で あ る こ と に か ん2 1  

が み 、 当 該 地 域 に お け る タ ク シ ー 事 業 の 多 く を 当 該 区 域 の 道2 2  

路の運転に慣れている B 市のタクシー事業者に行わせること2 3  
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で、輸送の安全確保を図るためである。  1  

したがって、条例 4 条 1 号における B 市のタクシー事業者2  

優遇目的は、それ自体が究極目的なのではなく、輸送安全確保3  

という究極目的を達成するための手段にすぎないから、4 条 14  

号が不当な競争制限であるとはいえない。  5  

３．被告側は、 (ア )営業所要件・ (イ )運転者要件については、観6  

光 バ ス と い う 運 転 の 専 門 家 も 交 通 事 故 を 起 こ し て い る た め 、7  

交 通 事 故 を 防 止 す る た め に は 本 件 区 域 で の 運 転 の 経 験 が 不 可8  

欠 で あ る か ら 、 こ れ ら の 要 件 が な け れ ば 輸 送 の 安 全 確 保 と い9  

う目的を十分に達成することができないと反論する。  1 0  

し か し 、 運 転 の 専 門 家 で あ る 観 光 バ ス の 運 転 手 が 交 通 事 故1 1  

を起こしているのは、観光バスは車体が大きく、しかも車高が1 2  

高 い た め 、 道 幅 が 狭 く 片 方 が 崖 で 曲 が り く ね っ た 本 件 地 域 の1 3  

道 路 で は 車 体 を 制 御 し き れ ず 、 見 通 し の 悪 さ も 相 ま っ て 事 故1 4  

を起こす危険性が高いからである。これに対して、タクシーは1 5  

車体が小さく、車高も低いため、運転経験により裏付けられた1 6  

高 度 の 運 転 技 術 に 基 づ く 細 か い ハ ン ド ル 操 作 に よ り 車 体 を 制1 7  

御することで、交通事故を回避することができる。このことは、1 8  

本 件 地 域 に お け る 交 通 事 故 の ほ と ん ど が 自 家 用 車 と 観 光 バ ス1 9  

によるものであることからも窺える。  2 0  

したがって、 (ア )営業所要件・ (イ )運転者要件がなくても輸2 1  

送の安全確保という目的を十分に達成できる。  2 2  

４．被告側は、 (ウ )車種要件については、路線バスの車種を規制2 3  
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し な い の は 路 線 バ ス が タ ク シ ー に 比 べ て 本 数 が 少 な い か ら で1  

あ り 、 タ ク シ ー に つ い て は 車 種 要 件 を 設 け な け れ ば 自 然 保 護2  

目的を十分に達成することができないと反論する。  3  

し か し 、 ハ イ ブ リ ッ ド 車 で も 一 定 の 範 囲 で 排 気 ガ ス に よ る4  

原 生 林 の 損 傷 を 抑 え る こ と が で き る か ら 、 こ れ と 併 せ て 排 気5  

ガ ス の 計 測 を 行 い 計 測 結 果 に 基 づ き 運 行 量 の 規 制 を す る と い6  

う 事 後 規 制 を 設 け る こ と に よ り 、 自 然 保 護 目 的 を 相 当 程 度 達7  

成できる。  8  

しかも、現時点では、Ｂ市のタクシー事業者の多くが電気自9  

動 車 を 購 入 し て い る こ と か ら 、 Ｂ 市 の タ ク シ ー 事 業 者 の 多 く1 0  

が 電 気 自 動 車 に よ り 運 行 す る こ と が 予 想 さ れ る の で あ っ て 、1 1  

か か る 事 情 も 併 せ 考 え れ ば 、 上 記 事 後 規 制 を 設 け た 上 で で あ1 2  

れ ば 、 車 種 要 件 を 電 気 自 動 車 又 は 一 定 の ハ イ ブ リ ッ ド 車 と い1 3  

う内容に緩和しても自然保護目的を十分に達成できる。  1 4  

５．よって、条例 4 条各号は、規制の必要性・合理性を欠き、憲  1 5  

法 2 2 条 1 項に違反し違憲である。          以上  1 6  


